
滞納処分として差し押さえた財産を公売します。

高森町公売会

動産差押えを実施しました
今後も、必要に

応じ財産差押え

などの措置をと

り徴収強化に取

り組みます。

空気清浄機等約50品予定　実物は、会場にてご確認ください。

■お問い合わせ先　高森町役場　税務課　税務係　℡６２－１１１１（内線164）

平成23年度

＊＊＊税金は納期内に納めましょう＊＊＊

・印鑑、身分証明書をご持参下さい　　　　　　　　　　　　　　　　　
・公売財産の引き渡しは、買受代金納付時の現況有姿で行います
※公売前に滞納者が完納された場合などは、公売を中止する場合があります。

●期　　日　平成 23年８月 29日（月） ●開場時間　午後１時
●入札開始　午後１時 30分 ●会　　場　高森総合センター２階
 　　　　　　　　　　　（役場となり）
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